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消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

住宅用の警報器について、階段に設置しろということですが、階段で火災が
発生するはずもなく、意味が分かりません。

火災の有毒な煙は炎より早く、1階と2階をつなぐ煙突のような階段室を上昇してきます。

階段の最上部には煙を感知する機種を付けなさいと指導がされていると思いますが、1階で発生した

その煙を早期に捕らえるために設置します。火災でこの階段に煙が充満している場合、避難経路が
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絶たれる場合も考えられます。
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